
 

令和８年度ＳＮＳ海外情報発信事業委託仕様書 

 

１ 委託事業名 

  令和８年度ＳＮＳ海外情報発信事業 

 

２ 業務内容 

（１）共通 

 海外における本県の認知度向上により新規ファンを獲得するとともに、既存フ

ォロワーへ最新の観光情報を継続的に提供することにより、幅広い層の来訪意欲

の喚起につなげるＳＮＳ発信を行うため、岡山県内を取材等により収集した観光

等情報について、投稿原稿を作成すること。 

（２）岡山県ＰＲデスクへの情報提供 

 岡山県ＰＲデスク（韓国・中国・台湾・香港・タイ・フランス）に投稿原稿を

週３件以上（うち月に２件以上は縦型動画）提供するとともに、ＳＮＳ発信のた

め必要となる連絡調整業務を行うこと。 

（３）英語を用いたＳＮＳによる情報発信 

 ①投稿先：英語（Facebook）https://www.facebook.com/okayama.eng/ 

英語（Instagram）岡山県のアカウントを新規開設し、投稿すること 

※Instagram アカウントは、既存の Facebook ページと連携（リン

ク）すること。また、Metaの機能を活用し、同一管理下での運用

を行うこと。 

※アカウント名・ユーザーネーム。プロフィール文・アイコン画像

等は県と協議の上、決定すること。 

※開設後のアカウントの所有権・管理権限は県に帰属すること。 

②投稿原稿を英語に翻訳の上、各媒体において週３件以上（うち月に２件以上

は縦型動画）投稿、掲載すること。 

※Facebook と Instagram の投稿が同一内容（リンク投稿）となることは差

し支えない。 

③ユーザーやフォロワー等からコメント等の反応があった場合は、返信等を迅

速かつ的確に対応すること。 

④新規フォロワー獲得に向けた効果的なプロモーションを提案すること。実施

内容については、県と協議の上、決定すること。 

⑤運営に当たって、第三者の不正ログインや違法広告の掲載等を防ぐためのセ

キュリティ－対策を講じるなどにより、信頼性・安定性を確保し、トラブル

等が生じた場合に迅速かつ的確に対応する。 

（４）業務報告書の提出 

 本業務契約期間中の各月に実施した業務内容及びその分析結果（アクセス数や

アクセスの傾向分析等）に基づく次月以降の業務展開案を取りまとめ、当該月の

翌月 10 日（当該日が土日、祝日の場合はその翌日）までに月次報告書を提出す

る。（メールでの提出も可能） 

 

 

 



 

３ 委託費の使途及び委託業務に係る経費 

（１）委託費の対象経費は、次のとおりとする。 

①最新の情報や写真及び動画の素材収集 

②投稿原稿作成、投稿費 

③英語の翻訳経費 

④連絡調整費 

⑤戦略の企画実施（イベント・広告掲載等）費 

⑥その他業務に必要な経費 

（２）委託事業の実施に要した経費は、領収書等で確認できるものとする。 

   また、収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を明確にしておくこと。 

（３）委託業務の実施に際し、財産を取得するものではないものとすること。 

 

４ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

５ 委託限度額 

  ３，０１０，０００円以内（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

６ 事業の実施に係る留意点 

（１）事業の実施に際して知り得た事実又は個人情報を第三者に漏らしてはならない。 

（２）事業の実施に当たっては県の指示に従うこと。 

 

７ 実績報告書等の提出 

 委託事業終了後、実績報告書及び収支決算書を県に提出すること。また、県から

の指示に応じて実施状況を報告すること。 

（１）岡山県ＰＲデスクへの情報提供 

（２）英語のＳＮＳによる情報発信に関する年間のアカウントの推移や施策の実施状

況、目標達成の状況など 

 

８ その他 

（１）本事業により得られた成果（映像・画像の著作権を含む。）は全て県に帰属する

ものとする。 

（２）本業務により得られたデータ等、全てについて、本業務の目的以外に使用、流

用等をしてはならない。 

（３）成果品については、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。 

なお、第三者が有する知的財産権の侵害の申立てを受けたときには、受託者の

責任（解決に要する一切の費用負担を含む。）において解決すること。 

（４）本事業の実施に伴い第三者との間に発生したトラブルに対しては、責任をもっ

て対処すること。 

（５）本業務を第三者に再委託してはならない。ただし、再委託先の業務内容、体制

及び責任者を明記し、予め県に報告し承認を得た場合は、この限りでない。 

（６）事業の実施に当たっては、役割分担及び責任体制等を明確にすることともに、

県と受託者は相互に連絡を密にすること。 

（７）その他、事業実施過程において契約内容に疑義が生じた場合は、県と受託者と

の間で誠意を持って協議し、決定する。 


